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住
民
の
良
識
あ
る
選
択
に
よ

　
　
っ
て
破
綻
寸
前
の
合
併
新
市
の

基
本
理
念
が
、
か
ろ
う
じ
て
守
ら
れ

た
。
市
長
は
合
併
協
定
を
生
か
す
住

民
目
線
を
立
位
置
と
さ
れ
ま
し
た
が
、

市
政
を
進
め
ら
れ
る
基
本
方
針
を
改

め
て
お
た
ず
ね
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
基
本
方
針
の
第
１
は
「
徹

　
　
　
　
底
し
た
情
報
公
開
に
よ
っ

て
市
民
が
市
政
に
か
か
わ
る
開
か
れ

た
行
政
の
仕
組
み
」
づ
く
り
。
第
２

に
「
自
治
基
本
条
例
を
制
定
」
し
市

民
と
共
に
歩
む
行
政
の
第
一
歩
と
し

た
い
。
第
３
に
「
組
織
機
構
、
事
務

事
業
の
見
直
し
、
行
財
政
改
革
の
断

行
」
で
す
。

　
　
　
組
織
機
構
見
直
し
の
最
た
る

　
　
も
の
は
、
市
民
局
の
弱
体
化
に

よ
り
地
域
対
応
力
、
現

地
解
決
力
の
低
下
で
あ

り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に

機
能
強
化
、
活
性
化
を

図
ら
れ
ま
す
か
。

　
　
　
　
　
第
一
線
で

　
　
　
　
地
域
振
興
や

福
祉
行
政
等
々
に
あ
た

る
市
民
局
の
機
能
・
権

限
の
強
化
は
必
要
で
あ

り
、
住
民
の
参
画
も
得

な
が
ら
検
証
し
、
早
急

に
対
処
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
自
治
基
本
条
例
の
制
定
が
公

　
　
約
で
す
が
、
そ
の
必
要
性
や
市

長
の
所
見
を
承
り
た
い
の
で
す
が
。

　
　
　
　
　
住
民
本
位
の
市
政
実
現

　
　
　
　
に
は
、
行
政
に
住
民
が
参

画
し
や
す
い
仕
組
み
づ
く
り
が
な
に

よ
り
重
要
で
す
。

　
そ
れ
が
自
治
体
基
本
条
例
で
あ
り
、

必
要
不
可
欠
な
土
俵
づ
く
り
で
す
。

　
　
　
私
も
基
本
条
例
づ
く
り
は
必

　
　
要
と
考
え
ま
す
が
、
ク
リ
ア
す

べ
き
課
題
が
多
大
で
す
が
、
本
気
で

や
っ
て
頂
き
た
い
。
行
動
計
画
は
。

　
　
　
　
　
課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
、

　
　
　
　
き
び
し
い
道
で
す
が
、
市

民
、
議
会
の
参
画
を
得
て
、
何
と
し

て
も
早
期
制
定
を
成
し
と
げ
て
参
り

た
い
。

　
　
　
地
域
協
議
会
は
、
合
併
に
よ

　
　
っ
て
政
治
、
行
政
が
遠
く
な
る

の
で
は
と
の
住
民
不
安
の
解
消
と
、

住
民
参
画
の
モ
デ
ル
で
し
た
が
、
そ

れ
を
行
政
が
意
識
的
に
骨
抜
き
に
し

た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
様
な
行
政
の

あ
り
方
で
は
住
民
参
画
は
空
念
仏
に

な
る
と
憂
慮
し
ま
す
が
。

　
　
　
　
　
形
骸
化
と
な
ら
な
い
素

　
　
　
　
案
を
示
し
よ
り
良
い
方
向

で
検
討
し
た
い
。

　
位
置
づ
け
は
、
基
本
条
例
の
中
で

考
え
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
し
尿
券
不
正
問
題
は
、
行
政

　
　
内
部
の
職
員
、
管
理
職
の
不
作

為
に
基
づ
く
複
合
的
不
正
事
件
と
私

は
考
え
ま
す
が
、
市
長
の
ご
見
解
は
。

　
　
　
　
　
司
法
関
係
者
の
協
力
を

　
　
　
　
必
要
と
す
る
刑
事
事
犯
と
、

行
政
責
任
に
関
す
る
部
分
と
２
つ
に

分
け
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
き
損
さ
れ
た
公
金
１
６
０
０

　
　
万
円
余
が
、
行
政
責
任
に
お
い

て
回
復
さ
れ
な
い
限
り
当
件
の
決
着

に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
が
。

　
　
　
　
　
公
金
棄
損
は
行
政
に
大

　
　
　
　
き
な
責
任
が
あ
り
ま
す
。

損
害
賠
償
の
あ
り
方
、
法
令
遵
守
、

説
明
責
任
等
に
対
処
す
る
特
命
対
策

チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
る
計
画
で
す
。

　
　
　
特
命
対
策
チ
ー
ム
の
立
ち
上

　
　
げ
は
い
つ
に
な
り
ま
す
か
。

　
　
　
　
　
こ
の
定
例
会
終
了
後
、

　
　
　
　
早
急
に
立
ち
上
げ
ま
す
。

岩蕗　昭美

住
民
本
位
の
行
政
実
現
を

住
民
参
画
、
正
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
取
り
組
む
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